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�愛媛県告示第１１１５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士

として採用する航空自衛官の募集期間を次のとおり告示する。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成２０年度１０月採用分）

平成２０年８月１日（金）から

８月２８日（木）まで

�������
�愛媛県告示第１１１７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士と

して採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の

募集期間を次のとおり告示する。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成２０年度３・４月採用分）

平成２０年８月１日（金）から

９月１０日（水）まで

２ 女子（平成２０年度第３・４月採用分）

平成２０年８月１日（金）から

９月１０日（水）まで

�愛媛県告示第１１１６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空

士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１８号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士

として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のと

おり定める。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
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告 示

発 行 愛 媛 県

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２０年８月３１日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２０年９月２０日（土）
新居浜市繁本町８番６５号 新居浜市市民文化センター 新居浜市、西条市及び四国中央市

今治市別宮町一丁目４番１号 今治市民会館 今治市及び越智郡

毎週（火・金）曜日発行 第１９８５号 平成２０年７月２９日

平成２０年７月２９日火曜日 第１９８５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１１２２号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・嘉喜尾地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年７月２９日

愛媛県南予地方局長 渡部 敏夫

�愛媛県告示第１１１９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松山市文京町４番地２ 松山大学
松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡及

び伊予郡

大洲市大洲６９０番地１ 大洲市役所
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡及

び西宇和郡

宇和島市曙町１番地 宇和島市役所 宇和島市、北宇和郡及び南宇和郡

（女子）

平成２０年９月２８日（日）
９月２９日（月）
いずれか１日

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１５）第１４１２６号 平成１５年
１０月２７日 ㈲マツモト 松本 秋男 上浮穴郡久万高原町本組

９０６
平成２０年
５月２９日 土木工事業 建設業の廃止

（般・特－１８）第２０２８号 平成１８年
１２月４日 ㈱久保建設 久保 陽生 上浮穴郡久万高原町二名

甲８９４
平成２０年
６月６日

建築工事業
大工工事業
石工事業
鉄筋工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市道後北代１２８０番７から

同市道後北代３番１４まで
平成２０年７月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲４０７番１８９から

同市桝形町三丁目乙１９７８番１９まで

旧 ７．０～３２．０
７．０～３０．０

０．７０６
０．４４９

新 １０．０～７６．０ ０．７９５

愛 媛 県 報平成２０年７月２９日 第１９８５号

８２３



１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

嘉喜尾地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年７月３０日から８月２６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所城川総合支所

平成２０年７月２９日 発行

愛 媛 県 報平成２０年７月２９日 第１９８５号

８２４


